
瀬戸 児童福祉法施行細則 一部を改 規則を 公  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 規則第 号 

瀬戸 児童福祉法施行細則 一部を改 規則 

瀬戸 児童福祉法施行細則 昭和 瀬戸 規則第 号 一部を次

う 改  

次 表 改 前 欄 掲 規定を同表 改 欄 掲 規定

線 示 う 改

改  改 前 

費用 徴収  費用 徴収  

第 条 法第 条 規定 行わ た障

害福祉サ ビス 提供又 提供 委託 関 被

措置者又 そ 扶養義務者 徴収 費用

額 同一 月 被措置者 受 た指定

障害福祉サ ビス等 障害者 日常生活及び社

会生活を総合的 支援 た 法 成

法 第 号 第 条第 項 規定

指定障害福祉サ ビス等をいう 要 た

費用 同項 規定 特定費用を除く

同条第 項 規定 得た額を除いた額

 

第 条 法第 条 規定 行わ た障

害福祉サ ビス 提供又 提供 委託 関 被

措置者又 そ 扶養義務者 徴収 費用

額 同一 月 被措置者 受 た指定

障害福祉サ ビス等 障害者自立支援法 成

法 第 号 第 条第 項 規定

指定障害福祉サ ビス等をいう 要

た費用 同項 規定 特定費用を除く

同条第 項 規定 得た額を除いた額

 

及び  ＜省略＞ 及び  ＜省略＞ 

入所 手続  入所 手続  

第 条 法第 条第 項 規定 申込書

助産施設入所申込書  

第 条 省 第 条第 項 規定 申込書

助産施設入所申込書 第 号様式

 

 法第 条第 項 規定 申込書 母子

生活支援施設入所申込書  

 省 第 条第 項 規定 申込書 母

子生活支援施設入所申込書 第 号様式

 



 法第 条第 項 規定 申込書 保育

所入所申込書 兼保育児童台帳

 

 省 第 条第 項 規定 申込書 保

育所入所申込書 兼保育児童台帳 第 号様

式  

入所 依頼等  入所 依頼等  

第 条 福祉事務所長 前条第 項 助産施設

入所申込書 同条第 項 母子生活支援施設入

所申込書又 同条第 項 保育所入所申込書

兼保育児童台帳 を受理 た そ 適

否を調査 法第 条第 項 規定 助

産 実施 法第 条第 項 規定 母子

保護 実施又 法第 条第 項 規定

保育 実施 保育 実施等 いう

を 必要 あ 認 そ 入所さ

う 児童福祉施設 長 そ 旨を依頼

省 第 条第 項 規定

入所 実施 申込 を勧奨 場合 同様

 

第 条 福祉事務所長 前条第 項 助産施設

入所申込書 同条第 項 母子生活支援施設入

所申込書又 同条第 項 保育所入所申込書

兼保育児童台帳 を受理 た そ 適

否を調査 法第 条第 項 規定 助

産 実施 法第 条第 項 規定 母子

保護 実施又 法第 条第 項 規定

保育 実施 保育 実施等 いう

を 必要 あ 認 そ 入所さ

う 児童福祉施設 長 そ 旨を依頼

省 第 条第 項 規定

入所 実施 申込 を勧奨 場合 同様

 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

保育 実施等 決定  保育 実施等 決定  

第 条 福祉事務所長 前条第 項 規定

そ 受託 旨 通知を受 た 助産

施設入所承諾書 母子生活支援施設入所承諾書

又 保育所入所承諾書 保育 実施等を

必要 い 認 助産施設入所

不承諾通知書 母子生活支援施設入所不承諾通

知書又 保育所入所不承諾通知書 当該

申込者又 省 第 条第 項 規定 入

所 実施 申込 を 者若 く そ 扶養義

務者 そ 旨を通知  

第 条 福祉事務所長 前条第 項 規定

そ 受託 旨 通知を受 た 助産

施設入所承諾書 第 号様式 母子生活支援

施設入所承諾書 第 号様式 又 保育所

入所承諾書 第 号様式 保育 実施

等を 必要 い 認 助産施設

入所不承諾通知書 第 号様式 母子生活支

援施設入所不承諾通知書 第 号様式 又

保育所入所不承諾通知書 第 号様式

当該申込者又 省 第 条第 項 規定

入所 実施 申込 を 者若 く そ

扶養義務者 そ 旨を通知  

保育 実施等 解除等  保育 実施等 解除等  

第 条 福祉事務所長 保育 実施等を解除

停 又 変更 た 助産実施解

第 条 福祉事務所長 保育 実施等を解除

停 又 変更 た 助産実施解



除通知書 母子保護実施解除通知書又 保育実

施解除 変更 通知書 当該保育 実施

等を受 た者 入所者 いう 又

そ 扶養義務者及び当該入所者 児童福祉

施設 長 そ 旨を通知  

除通知書 第 号様式 母子保護実施解除通

知書 第 号様式 又 保育実施解除 変

更 通知書 第 号様式 当該保育

実施等を受 た者 入所者 いう

又 そ 扶養義務者及び当該入所者 児童

福祉施設 長 そ 旨を通知  

保護指導 通知  保護指導 通知  

第 条 福祉事務所長 法第 条 第 号

措置 保護指導 いう を採

保護指導通知書 当該保護指導を

受 者又 そ 保護者 そ 旨を通知

 

第 条 福祉事務所長 法第 条 第 号

措置 保護指導 いう を採

保護指導通知書 第 号様式

当該保護指導を受 者又 そ 保護者 そ

旨を通知  

保護指導 解除等  保護指導 解除等  

第 条 福祉事務所長 保護指導を解除 停

又 変更 た 保護指導解除 停

変更 通知書 当該保護指導を受

い 者又 そ 保護者 そ 旨を通知

 

第 条 福祉事務所長 保護指導を解除 停

又 変更 た 保護指導解除 停

変更 通知書 第 号様式 当

該保護指導を受 い 者又 そ 保護者 そ

旨を通知  

徴収額 通知  徴収額 通知  

第 条 長 徴収額を決定 た 助

産施設 母子生活支援施設 負担金決定 変

更 通知書又 保育料決定通知書 入所

者等 そ 旨を通知  

第 条 長 徴収額を決定 た 助

産施設 母子生活支援施設 負担金決定 変

更 通知書 第 号様式 又 保育料決定通

知書 第 号様式 入所者等 そ

旨を通知  

徴収額 変更  徴収額 変更  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

 前項 規定 申請 助産施設 母子生

活支援施設 負担金変更申請書又 保育料変更

申請書を 長 提出 行う  

 前項 規定 申請 助産施設 母子生

活支援施設 負担金変更申請書 第 号様

式 又 保育料変更申請書 第 号様式 を

長 提出 行う  

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

様式  

第 条 規則 施行 い 必要 様式

別 定  

 



委任  委任  

第 条 ＜省略＞ 第 条 ＜省略＞ 

別表第 第 条関  別表第 第 条関  

入所者 属 世

階層  

徴収額 

母子生活支援施

設 月額  

助産施設 

基準

額 

加算

額 

生活保護法

被保護世 単給

世 を含 及

び中国残留邦人等

円滑 国

進及び永住 国

自立 支援 関

法 成

法 第 号

支援給付受

給世  

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省

略＞ 

階層を除 当該

度 月

月 月

い 前 度

町村民税

非課税世  

, ，＜省

略＞ 

階層及

び 階層

を除 当

該 度

月

月

月

い

前

度

町村民

均等割

額

所得割

額

い世  

, ,＜省

略＞ 

所得割

額 あ

世  

, ,＜省

略＞ 

入所者 属 世

階層  

徴収額 

母子生活支援施

設 月額  

助産施設 

基準

額 

加算

額 

生活保護法

被保護世 単給

世 を含  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省

略＞ 

＜省

略＞ 

階層を除 当該

度 月

月 月

い 前 度

町村民税

非課税世  

＜省

略＞ 

階層及

び 階層

を除 当

該 度

月

月

月

い

前

度

町村民

均等割

額

所得割

額

い世  

, ,＜省

略＞ 

所得割

額 あ

世  

, ,＜省

略＞ 



税 課税

世 あ

そ

町村

民税 額

次

該当

世  

  

階層及

び 階層

を除 前

月

月

月

い

前 々

所

得税課税

世 あ

そ

所得税

額

次

該

当 世

 

,

円

助産施

設 あ

，

円

 

, ,＜省

略＞ 

,

円

 

,

円  

,   

,

円

 

,

円  

,  

,

円

 

,

円  

 

,  

,

円 

,  

税 課税

世 あ

そ

町村

民税 額

次

該当

世  

  

階層及

び 階層

を除 前

月

月

月

い

前 々

所

得税課税

世 あ

そ

所得税

額

次

該

当 世

 

,

円

 

 

 

 

 

 

, ,＜省

略＞ 

,

円

 

,

円  

,   

,

円

 

,

円  

,  

,

円

 

,

円

 

,  

,

円 

,  



 

,

円

 

  

,

円

 

,

円

 

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ，

円を超え

,

円  

 

  

 

 

,

円

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,

円を超え

,

円  

 

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,

円を超え

,

円  

 

 

 

 ,

,

円

 ,  

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,  

 

 

,

円

 

  

,

円

 

,

円

 

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

円

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円

 ,  

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

 



 ,

円

 

円を超え

,

円  

 

 

 

 ,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,

円を超え

,

円  

 

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,

円を超え

,

円  

 

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ

額 ,

円を超え

,

円  

 

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 そ  

 

,

円

 

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円

 ,

,

円

 

そ 月 保護実

施世 費

用額

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

,

円

 

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 費

用額

 



 ,

,

円

 

額 , 

円を超え

,

円  

 

 

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 措

置費 額 

 

 

 

 ,

,

円

 

相 当 額

そ 額 ,

円を超え

， 円

 

 

,

,

円  

そ 月 保護実

施世 費

用額

相当 額 

 

 

備考 備考 

 ＜省略＞  ＜省略＞ 

 入所者 属 世 表 階層

該当 世 あ 扶養義務者

い世 母子及び寡婦福祉法 昭和

法 第 号 第 条 規定

配偶者 い者 現 児童を扶養 い

世 そ 他 長 別 定 世

あ 場合 表 規定

わ そ 徴収額 助産施設 あ

基準額 円  

 

 表 階層 階層

徴収額 そ 月 保護実施世

措置費 額を超え 場合 表

わ 当該額を 徴収額

 

 徴収額 そ 月 そ 助産 実

施及び母子保護 実施 費用

費用 いう を超え 場合

表 わ 当該費用

相当 額を 徴収額  

 入所者 属 世 扶養義務者 法

第 条 規定 障害児通所

給付費 障害児通所給付費 い

う 又 法第 条 第 項 規定

障害児入所給付費 障害児入

所給付費 いう 支給を受 い

場合 表 規定 わ

そ 徴収額 表 規定

計算 た徴収額及びそ 月 表 定

 費用 相当 額を 徴

収額 場合 い 当該徴収額

円未満 端数 あ を 捨

円 円未満 端数 あ

を 円  



徴収額 ． を乗 た額 円未

満 端数金額 捨 障害

児入所給付費 支給 障害児 数を

乗 得た額 合計額 徴収総

額 いう 次 掲 額 合

計額 利用者負担額 いう

を控除 得た額 場合

い 徴収総額 利用者負担額

円  

 法第 条 第 項 規定 指

定入所支援 要 た費用 額 同項

規定 入所特定費用を含

障害児入所給付費 法第 条 第

項 規定 特定入所障害児食費等

給付費及び法第 条 第 項

規定 障害児入所 療費 合計額を

控除 得た額 

 

 法第 条 第 項 規定

指定通所支援 要 た費用 同項

規定 通所特定費用を含 額

障害児通所給付費及び法第 条

規定 肢体不自由児通

所 療費 合計額を控除 得た額 

 

  

第 号様式 第 号様式 を削  

附 則 

規則 成 月 日 施行  

 


